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記  入  要  領 

 

＜記入上の注意＞ 

１．調査票は、質問の指示に従って記入して下さい。 

２．調査票の質問については、年月の指定がない場合は、貴事業所（久留米市内の本社・支社・支店

等）の平成２３年６月末現在の状況を記入して下さい。 

 ３．調査票の中で（注１～注 32）とあるのは下記に定義する内容のことですのでよく読んでご記入

下さい。 

 

 

 

      従 業 員    常用労働者     正社員・正規職員（一 般 労 働 者） 

     （労 働 者）             パートタイマー（アルバイト等含む） 

                         契 約 社 員 

 

                         派 遣 労 働 者  

                         その他の労働者 

 

 

(注１)常用労働者 

期間を定めず、または１か月を超える期間を定めて雇用された者、及び日々または１か月以内

の期間を定めて雇用された者のうち、調査期間の前２か月間でそれぞれ１８日以上雇用された者

（正社員、パートタイム労働者、嘱託、アルバイト、日雇い労働者等の呼称にかかわらない） 

 

(注２)高年齢者 

年齢が５５歳以上の者 

 

(注３)障害者 

次にあげる身体障害者、知的障害者、精神障害者をいいます。 

①身体障害者：障害者の雇用の促進等に関する法律第２条第１項第２号に規定する「身体障害

者程度」１～６級の障害を有する者、及び７級の障害が２以上重複する者 

②知的障害者：児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医

または障害者職業センターにより知的障害者と判定された者 

③精神障害者：精神保健福祉法第４５条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付

を受けている者、または、統合失調症、そううつ病（そう病及びうつ病を含む）

又はてんかんにかかっている者 

 

(注４)パートタイマー 

常用労働者の中で、正社員・正規職員より１日１週または１か月の所定労働時間が短い者。嘱

託、アルバイト等も含む。 

本調査における労働者の区分 
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(注５)契約社員 

専門的職種に従事させることを目的に契約に基づき雇用し、雇用期間に定めのある者 

 

(注６)派遣労働者 

労働者派遣法に基づく派遣元事業所から派遣された者 

 

(注７)雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金 

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた

事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育

訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を国が助成する制度 

 

(注８)就業規則 

常時１０人以上の労働者を使用している事業所では、必ず就業規則を作成しなければなりませ

ん。就業規則は、当該事業所に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、

そのような労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて、所轄の労働

基準監督署に届け出なければなりません。（労働基準法第８９条及び第９０条） 

 

(注９)労働条件の明示 

使用者が労働者を採用するときは、賃金・労働時間・業務内容その他の労働条件を書面などで

必ず明示しなければなりません。（労働基準法第１５条） 

 

(注 10)時間外労働協定（３６
サブロク

協定） 

使用者が労働基準法第３２条で定める労働時間を超えて労働時間を延長し又は休日に労働を

させる場合は、使用する労働者の数に関わりなく、必ず、労働者の過半数で組織する労働組合、

もしくはその代表者との間で法の定める限度内において労働時間や休日に関する協定を定め、労

働基準監督署に届け出なければなりません。（労働基準法第３６条） 

 

(注 11)１年単位の変形労働時間制 

労使協定により、１年以内の一定期間を平均して１週間の労働時間を４０時間以下とし、特定

の週において週法定労働時間を超えて労働させることができる制度。限度は、主に１日１０時間、

１週５２時間 （労働基準法第３２条の４、４の２） 

 

(注 12)１か月単位の変形労働時間制 

就業規則、労使協定により、１か月以内の一定期間を平均して、１週間の労働時間が法定労働

時間を超えない範囲内において、１日及び１週間の法定労働時間を超えて労働させることができ

る制度 （労働基準法第３２条の３） 

 

(注 13)１週間単位の非定型的変形労働時間制 

常用労働者３０人未満の小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業で、労使協定により週４０時

間、１日１０時間の範囲内で労働させることができる制度 （労働基準法第３２条の５） 
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(注 14)フレックスタイム制 

就業規則、労使協定により、一定の時間帯の中で労働の始期と終期を労働者が自由に選択でき

る制度 （労働基準法第３２条の３） 

 

(注 15)裁量労働制 

業務の性質上、その業務の遂行方法や時間配分などを大幅にその労働者の裁量に任せる必要が

あるため、使用者が具体的な指示をすることなく、あらかじめ決められた時間、労働したものと

みなす制度 （労働基準法第３８条の３、４） 

 

(注 16)在宅勤務制度 

情報通信手段などを活用して、常時又は随時、自宅で勤務することを認める制度 

 

(注 17)テレワーク等による勤務制度  

情報通信機器(ＩＣＴ)を活用した、時間と場所にとらわれない働き方を認める制度 

 

(注 18)時差出勤制度 

始業時刻が複数用意され、従業員がその中から選択をして勤務する制度。終業時刻はこの始業

時刻に応じて決まる。 

 

(注 19)年次有給休暇制度 

年次有給休暇は、雇い入れの日から６か月間継続勤務し、全所定労働日の８割以上出勤した労

働者に対して最低１０日を与え、以後継続勤務年数が１年増すごとに加算した日数（最高２０日）

の有給休暇を与えなければなりません。いわゆるパートタイマー、契約社員についても、原則と

して同様に扱うことが必要です。なお、週所定労働時間が３０時間未満のいわゆるパートタイム

労働者の場合は、その勤務日数に応じて比例付与されます。（労働基準法第３９条、第１３５条） 

 

(注 20)男女雇用機会均等法 

    事業主は、労働者の募集・採用について、性別にかかわりなく均等な機会を与えなければなら

ないこと、また、労働者の配置（業務配分、権限付与含む）、昇進、降格、教育訓練、貸付、福

利厚生、定年および解雇等について、労働者の性別を理由として差別的取扱いをしてはならない

こと等を定めています。 

    ただし、女性労働者に対する過去の取り扱いなどが原因で生じている、男女労働者間の事実上

の格差を解消する目的で行う「女性のみを対象にした取り組み」や「女性を有利に取り扱う取り

組み」（ポジティブ・アクション）については法に違反しない旨が明記されています。 

 

(注 21)産前産後休業 

事業主は、６週間（多胎妊娠の場合は１４週間）以内に出産する予定の女性労働者が休業を請

求した場合、就業させてはいけません。また事業主は、産後８週間を経過しない女性を就業させ

てはいけません。ただし、産後６週間を経過した女性労働者から請求があれば、医師が支障がな

いと認めた業務には就業させてもかまいません。（労働基準法第６５条） 
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(注 22)育児時間 

生後１歳未満の子供を育てる女性労働者は、１日２回それぞれ少なくとも３０分の育児時間を

請求できます。（労働基準法第６７条） 

 

(注 23)妊娠中・出産後の通院休暇制度 

事業主は、女性労働者が母子保健法に定める保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間

を確保することができるようにしなければなりません。（男女雇用機会均等法第１２条、１３条） 

 

(注 24)妊娠中の通勤緩和措置 

医師等から通勤緩和の指導があった場合には、女性労働者の申出に基づき、事業主は、その女

性労働者がラッシュアワーの混雑を避けて通勤することができるように通勤緩和の措置を講じ

なければなりません。（男女雇用機会均等法第１２条、１３条） 

 

(注 25)妊娠中の休憩に関する措置 

医師等から休憩に関する措置について指導があった場合、妊娠中の女性労働者の申出により、

事業主はその女性労働者が適宜の休養や補食ができるよう、休憩時間を長くする、回数を増やす

等休憩に関して必要な措置を講じなければなりません。（男女雇用機会均等法第１２条、１３条） 

 

(注 26)生理休暇 

事業主は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、就業させてはいけませ

ん。（労働基準法第６８条） 

 

(注 27)時間外労働の制限に関する制度 

事業主は、育児や家族の介護を行う労働者が請求した場合には、１か月２４時間、１年間１５

０時間を越える時間外労働をさせてはいけません。（育児・介護休業法第１７条、１８条） 

 

(注 28)勤務時間の短縮に関する制度 

    事業主は、３歳未満の子を養育する労働者や、要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者

に関して、その育児や介護を容易にするため、勤務時間の短縮等の措置を講じなければなりませ

ん。（育児・介護休業法第２３条） 

 

(注 29)育児・介護に関する両立支援制度 

  ＜育児＞ 

事業主は、小学校就学前までの子を養育する労働者については、次のような措置を講ずるよう

努めなければなりません。（育児・介護休業法第２４条） 

①フレックスタイム制の適用  ②始業・就業時刻の繰上げ・繰下げ 

③託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与  ④育児休業に準ずる措置 

  ＜介護＞ 

事業主は、要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者については、勤務時間の短縮のほか、

介護の期間や回数に配慮した措置を講じなければなりません。（育児・介護休業法第２４条） 
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(注 30)子の看護休暇制度 

病気・けがをした子の世話を行う、または子に予防接種や健康診断を受けさせる労働者に対し、

年次有給休暇とは別に与えられる休暇。小学校就学前の子を養育する労働者は、申し出ることに

より、子が１人の場合は１年に５日まで、２人以上の場合は１年に１０日まで、子の看護のため

に休暇を取得することができます。（育児・介護休業法第１６条の２～４） 

 

(注 31)介護休暇制度 

    家族の介護等を行う労働者に対し、年次有給休暇とは別に与えられる休暇。要介護状態にある

対象家族の介護等を行う労働者は、申し出ることにより、対象家族が１人の場合は１年に５日ま

で、２人以上の場合は１年に１０日まで、その介護のために休暇を取得することができます。 

   （育児・介護休業法第１６条の５～７） 

 

(注 32)一般事業主行動計画 

３０１人以上の労働者を雇用する事業主は、仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環境

の整備等を進めるための行動計画を策定し、届け出ることが義務化されています。 

平成２３年４月１日からは、１０１人以上の労働者を雇用する事業主にも義務化の範囲が拡

大されました。 

「行動計画」とは、労働者の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをし

ていない労働者を含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、計画期間、目標、そ

の達成のための対策と実施時期を定めるものです。（次世代育成支援対策推進法第１２条） 

 


